
 

 

地域交通政策推進特別委員会 
 

令和８年第１回定例会  

 

議 案  

 
 議案第 19 号 葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例の一部を改正する条例  
                        （新金線旅客化担当課長） 

 
 

庶務報告 

  １ 一般 

  ［都市整備部］ 

 

（１）（仮称）葛飾区地域公共交通計画の策定状況について（交通政策課長） 

 

（２）小型車両活用デマンド交通事業について     （交通政策課長） 

 

（３）新金線を活用した新たな交通システムの整備について 

                      （新金線旅客化担当課長） 
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葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例の一部を改正する条例 

 

                             新金線旅客化担当課 

 

１ 改正の理由 

新金線旅客化については、整備手法の検討を行った結果、新金線の複線用地を活用

しながら新たな交通システムとして整備していくこととした。このことから、基金の

名称及び目的を整備手法に応じたものとするため、改正を行うもの 

 

２ 改正の概要 

（１）基金の名称 

「葛飾区新金貨物線旅客化整備基金」を「葛飾区新金線を活用した新交通整備基

金」に改める。 

（２）基金の目的（第１条関係） 

「新金貨物線の旅客化の整備に要する資金に充てるため」を「新金線を活用した

新交通の整備に要する資金に充てるため」に改める。 

 

３ 新旧対照表 

【資料１】のとおり 

 

４ 施行予定期日 

令和８年４月１日 

  

議案第１９号 関係資料 

都 市 整 備 部 

令和８年３月２４日 
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葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例 新旧対照表 

現 行 改正案 
○葛飾区新金貨物線旅客化整備基金条例 ○葛飾区新金線を活用した新交通整備基金条

例 

令和２年２月２７日 令和２年２月２７日 

条例第１号 条例第１号 

（設置） （設置） 

第１条 新金貨物線の旅客化の整備に要する

資金に充てるため、葛飾区新金貨物線旅客

化整備基金（以下「基金」という。）を設

置する。 

第１条 新金線を活用した新交通の整備に要

する資金に充てるため、葛飾区新金線を活

用した新交通整備基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。 

（積立て） （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、葛飾区

一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

第２条 基金として積み立てる額は、葛飾区

一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） （管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への

預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への

預金その他最も確実かつ有利な方法により

保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も

確実かつ有利な有価証券に換えることがで

きる。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も

確実かつ有利な有価証券に換えることがで

きる。 

（運用益金の処理） （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、葛飾

区一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、葛飾

区一般会計歳入歳出予算に計上して、基金

に編入するものとする。 

（繰替運用） （繰替運用） 

第５条 葛飾区長（以下「区長」という。）

は、財政上必要があると認めるときは、確

実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。 

第５条 葛飾区長（以下「区長」という。）

は、財政上必要があると認めるときは、確

実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め

て、基金に属する現金を歳計現金に繰り替

えて運用することができる。 

（委任） （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金

の管理に関し必要な事項は、区長が別に定

める。 

第６条 この条例に定めるもののほか、基金

の管理に関し必要な事項は、区長が別に定

める。 

付 則 付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 この条例は、公布の日から施行する。 

  付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行す

る。 

 

 

【資料１】 



 

 

 

 

 

（仮称）葛飾区地域公共交通計画の策定状況について 

 

                              交通政策課 

 

１ 経緯 

  （仮称）葛飾区地域公共交通計画（以下「計画」という。）の策定については、

令和６年度から、葛飾区地域公共交通活性化協議会を組織し、地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律に基づく法定計画として検討を進めている。 

  このたび、計画の策定に向けて、案を取りまとめたため、区民意見提出手続（パ

ブリック・コメント手続）の実施結果と併せて報告するものである。 

 

２ 計画（素案）に係る区民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の実施結果 

  【資料１】のとおり 

 

３ 計画（素案）からの主な変更点 

  【資料２】のとおり 

 

４ 計画（案） 

（１）計画（案） 概要版 

   【資料３】のとおり 

（２）計画（案） 

   【資料４】のとおり 

 

５ 今後の予定 

  令和８年３月   第４回葛飾区地域公共交通活性化協議会 

           計画策定 

令和８年４月以降 計画書の印刷、配布 

一般庶務報告Ｎｏ.１ 

都 市 整 備 部 

令和８年３月２４日 



（仮称） 飾区地域公共交通計画（素案）に係る区民意見提出手続 

（パブリック・コメント手続）の実施結果 
 

１ 実施期間 

  令和７年 11 月 14 日（金）～令和７年 12 月 14 日（日） 

 

２ 閲覧場所 

  区政情報コーナー、区民事務所、区民サービスコーナー、区立図書館（工事中の

館を除く）、ウィメンズパル、シニア活動支援センター、ウェルピアかつしか、

交通政策課窓口、区ホームページ 

 

３ 周知方法 

  広報かつしか（11 月 15 日号）及びＳＮＳでの発信 

  区立小中学校の児童・生徒向けパンフレット配布（保護者連絡アプリ配信） 

  オープンハウス型説明会の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

         アリオ亀有：11 月 29 日（土）           新小岩駅北口広場：12 月２日（火） 

 

４ 提出された意見 

  意見提出者 24 人（大人 16 人、子ども８人） 

  意見総数  46 件（大人 38 件、子ども８件） 

 

５ 提出された意見の取扱い 

  計画（案）に取り入れるもの            ０件 

  計画（素案）に盛り込まれているもの        11件 

  計画の推進に当たって参考にするもの        ６件 

  意見・要望としてお聞きするもの          29件 

 

６ 提出された意見に対する区の考え方 

  別紙１－１、１－２のとおり 
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資料１



（仮称） 飾区地域公共交通計画（素案）の区民意見提出手続（パブリック・コメント手続）により提出された意見に対する区の考え方

（１）目標達成のための施策に関するもの

【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

1

　KPIとして「細田循環バス利用者数増加」を掲げているが、自転車で移動可
能など、需要が薄く、増加が見込めないという可能性はないか。その場合
は、需要に合わせて減便し、需要の多い路線を拡充するなどメリハリを持っ
た施策にしてほしい。

○

　細田循環バスは地域の移動手段として重要な役割を担っていると区として
は考えております。今後も利用促進を図るとともに、本計画の施策③－２循
環バス・地域乗合交通の維持に記載のとおり、利用者数などの各種指標をモ
ニタリングし、適宜、評価を行いながら、路線を維持していくための方策を
検討してまいります。

2
　課題に対する対応がサービスの維持・拡充に偏っているのではないか。施
策⑤のような抜本的な見直し案がすべての項目で必要。

△

　交通政策基本法や地域交通法における交通サービス確保の要請や、人口も
増加傾向にあること、将来的な高齢化の進展など社会状況の変化を踏まえ、
今後も公共交通サービスの維持・拡充が必要になるものと区としては考えて
おります。
　今回いただいたご意見は、計画の推進に当たって参考にさせていただきま
す。

3
　施策の⑥-１に関して、はたして本当に「バス利用者の」需要があるのか。
「今までバス停留所が遠い為バスを利用しづらかった人」が、わざわざ自転
車に乗って、駐輪場やバスライドを利用するのかと感じた。

□

　サイクル＆バスライドの利用状況は継続的にモニタリングしており、多く
の皆様にご利用いただいていると認識しております。区では引き続きサイク
ル＆バスライドの整備を進め、路線バスの利用促進と自転車利活用の推進を
図ってまいります。

4
　新金線整備に関しては現状賛成ではあるものの、無理に進めるべきもので
はないとも思う。

□

　新金線を活用した新たな交通システムの検討に当たっては、区としても需
要予測や費用便益分析の試算を行うなど事業性の確認をしながら進めていま
す。今後はさらに具体的な検討を進め、実現に向けて取り組んでまいりま
す。

5

　自身が視覚障害者で自転車や車に乗れないため、葛飾区の公共交通機関の
発展を強く希望する。特に、理科大近辺から水元方面・青戸方面へ行く際
に、金町駅に出ることに時間的なロスを感じるため、区を南北に縦断できる
乗物があると大変便利になる。新金線の旅客化やバスの運行の話もあるよう
なので、電車でもバスでも移動手段が増えてくれたらとても嬉しく思う。特
に夏場は歩くのがかなり厳しい。

○

　南北方向の交通ネットワークの強化に向けて、本計画では施策①-１新金線
を活用した新たな交通システムの整備や、施策②-１路線バス（幹線交通）の
サービスレベルの向上を施策として位置付けています。また、施策⑩-３とし
て障害のある方等の移動制約者に対する交通手段確保の検討を設定してお
り、より使いやすい交通環境に向けた検討を進めてまいります。

2

別紙１－１



【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

6

　「移動のしにくさ」は、単なる困りごとではなく、「生きづらさに直結す
る課題」であり、高齢者だけでなく、子育て世帯、障害のある方など、移動
をためらうことで、活動が狭まり、孤立してしまう人が存在する。だからこ
そ、地域主体の交通サービスは「気軽に乗れる空気」であることが最も大切
で、これにより平常時の利用者増のほか、非常時に「いつも乗っている車両
が、いつも通りそこにある」ことによる安心感を与えられる。また非常時に
は、電源確保、一時的な避難場所などにも活用できるなど「地域主体の交通
サービスは平時は暮らしを支え、災害時は命を守る」まさに“動く防災拠
点”となり得る存在である。

　そのために必要な要素として、以下を提案する。
・こども、学生、ファミリーなど多世代が日常的に利用したくなる雰囲気
・親しみやすいデザインやラッピングなどの視覚的アプローチ
・車椅子でも利用できるユニバーサルデザイン
・太陽光パネルと蓄電池を備えた防災対応型車両

○

　日ごろから気軽に乗れる雰囲気づくりが大切であり、そのことが、災害時
にも力を発揮するというご意見は、施策④地域密着型の交通手段の確保を進
める上でも重要な視点と考えております。
　また、施策⑩-４では分野横断的な庁内連携体制の構築を示しており、防災
に限らず、様々な分野との連携を進めてまいります。

7
　施策⑪-１に記載のホームドア整備について、具体的な整備時期を明記して
ほしい。また、お花茶屋駅へのホームドア整備も進めてほしい。

□

　ホームドアの整備は、東京都が策定した「鉄道駅バリアフリーに関する優
先整備の考え方」に基づき各鉄道事業者が作成した整備計画が、東京都HPに
公表されています。
　同整備計画は、事業者の整備計画等に応じて随時、更新、見直しが行われ
るものであることから、本計画に具体的な整備時期を明記することはできな
い状況です。
　なお、お花茶屋駅のホームドア整備についても同整備計画において示され
ているところですが、いただいたご意見は、鉄道事業者に要望としてお伝え
させていただきます。

8
　堀切地区の不便解消のため、コロナ禍に運休になったウェルピア葛飾～金
町（亀有駅どまりでも可）のバス路線を復活してほしい。

□

　ご要望のバス路線について、区からバス事業者に対し運行の継続を求めて
まいりましたが、運転手不足解消の目途が立たないことから運行再開は困難
であると伺っています。
　こうしたことから、区ではバス運転手の確保が第一の課題との認識に立
ち、本計画において施策⑧-１バス運転手確保の取組を位置付けており、官民
の連携により推進することで、区内バス交通の維持・充実を図ってまいりま
す。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

9
　運行休止になっているバスが復活しないのであれば、曳舟川親水公園の周
りの道路を活用して、グリーンスローモビリティ等の代わりになる交通シス
テムを整備できないか。

△

　区では、路線バスの運行休止により、特に交通利便性が低下した西亀有エ
リアにおいて、タクシーを活用したデマンド交通の実証運行を令和７年10月
より開始しており、本計画においても、施策④-１小型車両活用デマンド交通
として位置付けております。
　また、グリーンスローモビリティを活用した地域主体交通は、地域組織が
共助の取組として運行するものであり、担い手づくりが重要と考えておりま
す。
　今回いただいたご意見は、施策の実施や検討に当たっての参考にさせてい
ただきます。

10

　堀切地区、お花茶屋地区は葛飾区の中でも人口が多いと記載あるが、バス
の整備が不十分と感じる。
　お花茶屋駅前のバスロータリーは整備したにも関わらず、日立自動車交通
バスが運休になり、今では車はあまり通らないため、ロータリーの中でス
ケートボードをする小中学生がいる。長期的な目線で立てる計画も必要だ
が、短期でゴール出来て後々無駄にならない計画実行が必要だと思う。

△

　堀切地区では新小51系統が、お花茶屋地区では有57系統が一定頻度で運行
しており、一部で利用しずらい地域はあるものの、バスの整備が不十分とい
う状況にはないと区では認識しております。
　また、本計画は、地域交通法に基づく地域公共交通のマスタープランとし
て策定するものであり、国の策定の手引きを踏まえて、基本的な方向性を示
すものとして策定しています。
　今回いただいたご意見は、計画の推進に当たって参考にさせていただきま
す。

11
　新金貨物線の貨物並行旅客化に当たって、LRTとBRT（晴海地区のようなも
のではなく本来のBRT）のメリット・デメリットを表などで整理した上で、そ
の資料を公開して意見集約をしてほしい。

□

　新金線旅客化におけるLRTによる整備手法とBRTによる整備手法について
は、令和４年度より新金線旅客化検討委員会において、３つのケース（貨物
線と旅客線で線路を共用する整備手法、貨物線の複線用地に旅客用の線路を
整備する手法、複線用地に旅客の専用道を整備する手法）について、それぞ
れの優位点や課題を比較検討した結果を新金線旅客化検討委員会報告書とし
て区ホームページで公開しております。

12
　新小岩駅東北広場は2011年に整備されて以来、タクシープールがほぼ未使
用であり、バスベイも分散している。これを集約し、空いたスペースを商業
施設や学童保育施設等に転用することが望ましい。

□

　新小岩駅東北広場の現在の利用状況は区としても認識しており、これまで
タクシープールの利用を促進するために、東北広場からタクシーに乗車でき
るよう、業界団体に対し繰り返し要望しております。また、公共サインによ
る東北広場への案内誘導など、東北広場からのタクシー利用の向上に向けて
取り組んでいるところです。
　いただいたご意見につきましては、当該駅前広場に関する貴重なご意見と
して承ります。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

13

　新小岩駅南口の再開発が進行しているが、周辺道路が狭いままでは、交通
量増加に対応できず、歩車分離も困難である。新規住宅の増加に伴い交通機
能の麻痺が懸念されるため、JR東日本や東京都との連携・協議により、改札
新設や道路整備を進める必要がある。

□

　新小岩駅南口地区第一種市街地再開発事業の施行に先立ち、再開発事業に
よる周辺交通への影響予測、歩行者交通量の影響予測及び鉄道への影響検討
等の事前検証を行いました。
　事前検証では、平和橋通りや末広通りなど周辺交通への影響や新小岩駅へ
の大きな影響はないことを確認しています。
　なお、再開発事業において仲通りを拡幅するとともに、再開発事業の施行
に併せ、歩行者・車両通行の更なる安全性・利便性向上を目指し、新小岩駅
南口駅前広場の拡張再整備を行い、交通処理機能の強化を図ります。その中
で、駅前広場の車道線形の改良及び歩道幅員の拡幅並びに不整形となってい
る末広通りと駅前広場との交差点の改良を行う予定です。
　今後も引き続き、関係機関との調整が必要な部分については、連携や情報
共有を進めてまいります。

14

　民営のバス路線が減便しているのであれば、利用者の伸び悩む細田循環
線・新金02系統などを都営の新小20/29系統(東新小岩４丁目～一之江駅/葛西
駅・東京臨海病院)と再編・統合するなど、路線の再編を含め都営バスへ移管
してはどうか。

△

　現在、民間事業者に限らず、都営バスにおいても運転手不足を原因とした
減便が生じている状況です。
　ご提案のバス路線の再編・統合は、運行ルートの長大化による定時制の悪
化等が懸念されるものと区では認識しておりますが、いただいたご意見につ
いてはバス事業者に伝えるとともに、施策の実施や検討に当たって参考にさ
せていただきます。

15
　新金02系統のバスを増便し、バス停への屋根・ベンチ設置、バスロケシス
テムに対応したサインの設置等により利便性を向上させるべき。

○

　新金02系統の増便は、区としても事業者に要望をしておりますが、慢性的
な運転手不足が生じている現状においては難しいものと認識しております。
こうしたことから、区ではバス運転手の確保が第一の課題との認識に立ち、
本計画において施策⑧-１バス運転手確保の取組を位置付けており、官民の連
携により推進してまいります。
　あわせて、バス停留所の利便性向上については、新金02系統に限らず、区
内全域で推進してまいります。

16

　新金貨物線の旅客化は、複線用地を活用したBRTであろうと技術的に難しい
のだから、現実的な旅客化案(新金02バスの拡充)を進めつつ、貨物線本体の
旅客化に向けJR東日本への要請を継続し、新交通システムやBRTといった不確
定要素の大きい事業の検討に過大なコスト・人員を投じることは避けるべ
き。

□

　新金線旅客化の実現に向けては、令和４年度より、新金線旅客化検討委員
会において様々な検討を行ってまいりました。その結果、貨物線と旅客線で
線路を共用する整備手法と複線用地に旅客用の線路を整備する手法は、採算
性や費用対効果といった事業性の面で課題が大きいこと、現時点では整備上
の課題解決が困難であることがわかりました。
　こうした検討を踏まえ、区では持続可能な公共交通機関としての事業性や
早期実現性を考慮し、複線用地に旅客の専用道を整備するBRTの手法に絞って
検討を深めていく方向性を取りまとめたところです。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

17
　引き続きメトロセブンの実現を目指すとあるが、実現不可能なのは明白な
のだから、見切りをつけ、無用な検討にかけるコスト・人員は削減すべきで
ある。

□

　現在、区では、鉄道プロジェクトであるメトロセブン（環七高速鉄道）の
新設について、交通政策審議会の次期答申に向け、関係自治体と連携し、需
要予測調査等を進めているところです。
　今回いただいたご意見は、事業の実現性や行政コスト削減に関する貴重な
ご意見として承ります。

18

　葛飾区は南北方向の都市軸が脆弱であるため、新金線の旅客化に向けJR東
日本への要請を継続するとともに、環状７号線・平和橋通りを運行するバス
路線の利便性をさらに高め、平和橋通りおいては、新小岩駅で分断されてい
る江戸川区内からのバス路線の直通化や連接バスの導入を検討すべき。
　また、歩道拡幅や照明増設など自転車・歩行者も安心して通行できる様な
改良を行うことで、流動性が高まり、利便性の向上のみならず、区内経済の
活性化につながるはずである。

○

　南北交通の強化については、本計画の中で目標①として、鉄道駅間をつな
ぐ幹線交通(南北交通)のサービス向上を掲げております。
　また、南北の駅間等を結ぶ片道50本以上のバス路線を本区の幹線交通とし
て位置付けており、区内移動の主軸として、利用促進に向けた各種環境整備
の取組を進めるなど、利便性の最大化を図ってまいります。
　なお、新金線の旅客化については、No.16でお示しした通りです。

19

　現行の素案は総花的であり、事業主体やスケジュールが具体的ではない。
優先順位を明示し、誰がいつまでに何を実施するかを具体化した成果指向型
の計画に転換すべきである。他区の事例（江東区豊住線、大田区蒲蒲線）を
みても、事業実現には長期を要するため、葛飾区の各種交通政策を早期に実
現する為には、スピード感を持ったスケジュール管理、具体的な事業主体者
との現実的な協議・調整を進めていくことが重要である。

□

　本計画は、地域交通法に基づく地域公共交通のマスタープランとして策定
するものであり、具体的なスケジュール等は個別の実施計画の中で検討して
まいります。
　また、施策の優先順位については、P26～P27の施策一覧で、葛飾区公共交
通網整備方針に位置付けられた施策から発展的に展開する取組を「重点施
策」として位置付けております。
　今回いただいたご意見については、計画の推進に関する貴重なご意見とし
て承ります。

20

　区南部の交通アクセスについて、新小岩駅の混雑緩和と運休時の代替手段
確保として、東京メトロ有楽町線の新小岩駅延伸を提案する。以下の効果が
期待できることから、採算性はあると考えられる。
　①ベイエリア、有楽町、池袋、西武線、東上線方面への直接アクセスによ
る混雑の緩和と利便性向上
　②運休時の代替先の増加によるバスの満杯による乗車不能の緩和
　③現在の区内人口増加に対応

□

　ご意見にいただいた地下鉄８号線（有楽町線）については、交通政策審議
会答申の中で、押上～四ツ木～亀有～野田市間における広域的な鉄道延伸プ
ロジェクトとなっており、新小岩駅への延伸は困難であると区としては考え
ています。
　今回いただいたご意見は、区南部の交通アクセス向上に関する貴重なご意
見として承ります。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

21
　水辺空間・舟運の活用として、シャトルセブンの補完、水上タクシーがあ
れば便利になる。葛飾区から東京ビッグサイト・台場方面の水上バスがあれ
ばのりかえ不要で便利になる。

△

　区で取り組んでいる中川かわまちづくりにおいて、今後、拠点となってい
る見晴らしデッキの整備や船着場の設置が検討されていることから、観光要
素を取り入れたアクセス手段や舟運の検討を進めてまいります。
　今回いただいたご意見は、施策の実施や検討に当たって参考にさせていた
だきます。

22
　亀有、金町、新小岩で概ね、バス会社の営業エリアが分断されているた
め、定期券や1日乗車券が使えず割高に感じる。紙式、ICカード、デジタルパ
スなど葛飾区内を安く乗り継げる乗車券があるといい。

○

　路線バスの乗継割引は、公共交通の利便性向上につながる取組と区として
は考えており、本計画では施策⑨-１公共交通の利便性向上として位置付けて
おります。会社間を跨ぐ乗継割引やデジタルチケットの導入などについて、
区と事業者で連携しながら研究・検討してまいります。

23
　サイクル＆バスライドは公園や駐輪場の大きい商業施設にあった方が更に
便利になる。例えば、渋江公園やイトーヨーカドー四つ木店などを活用して
ほしい。

△
　サイクル＆バスライド用の駐輪場は、現在のところ、公有地を中心に設置
を進めておりますが、いただいたご意見は、施策の実施や検討に当たって参
考にさせていただきます。

24
　道路交通法改正により、自転車が気軽に使いにくくなる懸念から、グリー
ンスローモビリティを普及するのも必要だと思う。特に小中学生向けに統廃
合を考慮すべき。

□
　区内では自転車の利用率が高く、本計画においても公共交通を補完するも
のと位置付けています。今後も、自転車利活用の推進を図るとともに、自転
車等の安全利用に資する取組を実施してまいります。

25
　駅前駐輪場は台数確保のため、新小岩二丁目小松菜児童遊園の機械式や、
曳舟川親水公園の地下のように、児童遊園や公園の利活用もしてほしい。ト
イレ付きで台数を確保した駐輪場も必要。

○

　施策⑥-３自転車通行空間・自転車駐車場の整備に記載のとおり、自転車で
スムーズに公共交通機関にアクセスできる環境を創出するため、鉄道駅周辺
の適地を見定めて、区民ニーズに合った自転車駐車場の確保を進めてまいり
ます。
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（２）その他の意見・要望

【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

26
　立石駅北口がバスターミナルとなるこの機会に、今後運行が予定されてい
る押上駅始発の有料特急を区役所も立地する立石駅に停車させるべく、区か
ら京成電鉄へ強く申し入れるべき。

□

　京成立石駅の再開発に伴う拠点性の向上を踏まえて、本区では京成電鉄に
対し、京成立石駅への優等列車の停車について要望してきております。
　今回いただいたご意見は、交通利便性の向上を目指すための貴重なご意見
として承ります。

27
　資料の内容が膨大で、多忙な方は読めないのではないか。サマリを置くな
ど、区民の声を汲み取る姿勢が感じられる資料になると良い。

□
　より多くの方に気軽に目を通していただけるよう、最終公表時に本計画の
内容を要約した概要版を合わせて公表する予定です。

28

　新金線にBRTの整備を進める旨の報道等を伺っているが、それ自体は区南北
の交通の利便性を高める上で良い案だと考える。一方で、国道６号線の渋滞
が、都心部や四ツ木インターまでのアクセスの大きな障壁になっており、自
動車による移動の利便性が非常に低いと思う。国道は区の所掌からは離れる
とは思うが、新宿踏切など、踏切や信号設置の在り方を検討してほしい。

□

　国道６号線の交通渋滞の緩和は、区としても課題であると認識しておりま
す。
　現在、国道６号線（新宿から金町間）で慢性化している渋滞を緩和するこ
とを目的に国が拡幅事業を進めております。
　ご意見のとおり、国の管理道路のため、本区が単独で対応できない部分は
ありますが、今後も国などの関係機関との連携や情報共有を進めながら課題
の解決に向けた調整を進めてまいります。

29
　JR金町駅の通勤時間帯には、改札口周辺で危険を感じるほど混雑する。北
口の再開発に伴い、今後さらに利用者の増加も見込まれることから、改善策
を検討してほしい。

□

30
　JR金町駅について、朝は人が溜まり、改札でのすれ違いが本当に危険なた
め、対応してほしい。

□

31 　金町駅は南北通路が狭陰で、駅周辺の回遊性が無い。 □
　JR金町駅の南北交通の拡充については、JR東日本と協働して南北自由通路
の整備に関する基礎調査を行っているところであり、今後、この結果を踏ま
え、事業化に向けた協議を進めていく予定です。

　JR金町駅において、周辺開発に伴う人口や駅利用者の増加により、駅構内
が混雑しているという区民の方々の声があることは、区としても認識してお
ります。このような状況を踏まえて、これまでもJR東日本に対して、金町駅
の安全性や利便性の向上のため、南北自由通路の整備などについて協議や要
望を重ねてきているところです。
　駅構内の設えは、鉄道事業者であるJR東日本が駅利用者の状況等を鑑みて
定めていくものではございますが、駅利用者が安全に利用できる環境として
もらえるよう、区は引き続きJR東日本と協議してまいります。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

32 　鉄道以外は作る意味ない。 □

　新金線旅客化の実現に向けて、区では持続可能な公共交通機関としての事
業性や早期実現性を考慮し、複線用地に旅客の専用道を整備するBRTの手法に
絞って今後検討を深めていく方向性を取りまとめたところです。今後は、専
用道やデザイン性の高い連節車両の導入、運行管理システム等により定時
性、速達性、輸送力を確立した、誰もが快適に利用しやすい交通を目指し早
期実現に向けて取り組んでいきます。
　また、本区では、バス路線網が幹線交通の機能を担っており、本計画にお
いても「区内を主な運行区間とし、南北方向の駅間等を結ぶ片道50本以上の
バス路線」を幹線交通として定義しています。多様な公共交通を活用し、地
域の移動手段を確保してまいります。

33
　葛飾区は南北の公共交通がバス路線のみなので、自家用車による移動が重
要となるが、それを受け入れる道路容量や公共駐車場が圧倒的に不足してい
るのも問題である。

□

　本計画では、公共交通の利用が、CO₂の削減、道路渋滞の緩和、集約型のま
ちづくりに寄与するものとして、総合的なKPIに、区内移動における自動車の
交通手段分担率を設定し、その減少を目指すこととしております。本計画で
掲げる目標や施策に総合的に取り組むことで、自家用車を利用しなくても安
心して移動できる交通環境を整備し、公共交通利用への転換を促進していき
ます。
　今回いただいたご意見については、自動車交通に関する貴重なご意見とし
て承ります。

34
　新金線がBRT化されるのを期にシャトルセブンも再編される可能性があれ
ば、金町～東新小岩～葛西臨海公園～TDRをダイレクトに結んだり、急行だけ
でない亀有～葛西間や新小岩～葛西の各駅便があってよいと思います。

□

　新金線を活用した新たな交通システムの構築は、区内の南北交通の充実や
沿線地域をはじめとする区全体の活性化を第一の目的として検討を進めてい
るものです。
　いただいたご意見につきましては、将来的な公共交通ネットワークの再編
や利便性向上に関する要望として承ります。

35
　LUUPは事故率も高く、マナーが悪い利用者が多いので葛飾区で導入するこ
とがないようにしてほしい。
　ダイチャリ等のシェアサイクルのほうがいい。

□

　LUUPなどのシェアモビリティは、民間事業者が採算性等を考慮し、導入エ
リアを拡大しているものであることから、区が導入を判断するものではあり
ません。
　区としては、電動キックボードなどの新しい移動手段の利用が広まりつつ
あることや、電動アシスト自転車の利用が拡大していることなども踏まえ、
通行ルールの周知やマナーの向上に努め、歩行者や利用者が安全・安心に通
行できる環境づくりを進めてまいります。
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【取扱いの凡例】◎：計画（案）に取り入れる　○：計画（素案）に盛り込まれている　△：計画の推進に当たって参考にするもの　□：意見・要望としてお聞きするもの

No. 意見の概要 取扱い 区の考え方

36

　今年の夏に内閣府で行われた「地方創生アイデアコンテスト（RESAS）」に
参加した際に、葛飾区を縦に走る交通について考えたので、参考にしてほし
い。

名前：葛飾区のコミュニティバス「かつしかめぐりーとライン」
区間：新小岩駅前～八潮駅前（埼玉県）、葛飾区役所～矢切の渡し（千葉
側）（千葉県）
使用車両：グリーンスローモビリティバスの車両
その他：混雑緩和、便利なアクセス、環境にやさしい、SDGsに貢献している
を実現した。料金は大人100円、子供50円

□

　バス運転手の不足や運賃収入の確保、既存バス路線への影響といった面で
課題が大きいことを踏まえ、コミュニティバスの導入については本計画には
位置付けておりません。また、グリーンスローモビリティの車両は、バッテ
リー容量が小さく、定員も限られること、最高速度が時速20km未満に抑えら
れるなどから、地域の小さな移動に適しており、ご提案いただいた長距離の
運行には適さない車両となっています。
　今回いただいたご意見は、本区の南北交通に関する貴重なご意見として承
ります。

37
　日曜日に区役所にマイナンバーカードを取りに行った折り、バスが区役所
に停車しなくて困った。

□

　バス路線の運行ルートは、地域の需要を踏まえ、民間事業者が設定してい
るものとなります。
　いただいたご意見については、区役所へのアクセス向上に関する貴重なご
意見として承るとともに、区から事業者に申し伝えてまいります。

38

　高齢化が進み、免許を返納する人が増えると、交通の不便さが深刻にな
る。そのため、トラムや自走式ロープウェイを整備し、その沿線に役所や病
院、商店など生活に必要な施設を集約して、免許返納者に低廉な公共住宅を
確保するなど、効率的な街づくりを望む。この構想は過疎地よりも人口が集
積する地域においてこそ効果が大きいと思う。

□
　今後の高齢社会を見据えつつ、ほぼ全域に市街地が広がっている本区の地
域特性などを踏まえながら、持続可能な地域公共交通の実現に向けた検討を
進めてまいります。
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（仮称
かしょう

）葛飾区地域公共交通計画
かつしかくちいきこうきょうこうつうけいかく

（素案
そあん

）の区民意見提出手続
くみんいけんていしゅつてつづき

（パブリック・コメント手続
てつづき

）により提出
ていしゅつ

された意見
いけん

に対
たい

する区
く

の考
かんが

え方
かた

（子
こ

どもの意見
いけん

）

（１）目標達成
もくひょうたっせい

のための施策
しさく

に関
かん

するもの

【取扱
とりあつか

いの凡例
はんれい

】◎：計画
けいかく

（案
あん

）に取
と

り入
い

れる　○：計画
けいかく

（素案
そあん

）に盛
も

り込
こ

まれている　△：計画
けいかく

の推進
すいしん

に当
あ

たって参考
さんこう

にするもの　□：意見
いけん

・要望
ようぼう

としてお聞
き

きするもの

No. 意見
いけん

の概要
がいよう

取扱
とりあつか

い 区
く

の考え方
かんが　かた

1 　新金線
しんきんせん

などの鉄道
てつどう

を作成
さくせい

するのに賛成
さんせい

。 ○

2 　金町
かなまち

の方
ほう

から新小岩
しんこいわ

の方
ほう

までのアクセスを便利
べんり

にしてほしい。 ○

3 　新宿
にいじゅく

６丁目はバスが少
すく

なくてすごく困
こま

る。新
しん

金
きん

線
せん

も早
はや

く開通
かいつう

してほしい。 ○

4 　自転車
じてんしゃ

で通
とお

りやすい道
みち

が増
ふ

えるといいです。 ○

　自転車
じてんしゃ

はとても便利
べんり

な乗
の

り物
もの

ですが、安全
あんぜん

に利用
りよう

できることが一番
いちばん

大切
たいせつ

で

す。

　歩行者
ほこうしゃ

、自転車
じてんしゃ

、自動車
じどうしゃ

がそれぞれ安全
あんぜん

に通行
つうこう

できるよう、自転車
じてんしゃ

専用
せんよう

レーンをつくったり、道路
どうろ

を広
ひろ

げたりする取組
とりくみ

をこれからも進
すす

めていきま

す。

　区
く

では今
いま

、お隣
となり

の区
く

や市
し

とともに、都心
としん

を走
はし

る地下鉄
ちかてつ

の線路
せんろ

を伸
の

ばして

もっと遠
とお

くまで行
い

けるようにする活動
かつどう

に取
と

り組
く

んでいます。また、貨物
かもつ

列車
れっしゃ

が走
はし

っている線路
せんろ

（新
しん

金
きん

線
せん

）のスペースに専用
せんよう

の道路
どうろ

をつくって、電車
でんしゃ

のよ

うにつながったバスで人
ひと

を運
はこ

ぶ新
あたら

しい公共交通
こうきょうこうつう

をつくる計画
けいかく

を考
かんが

えていま

す。これができると、葛飾区
かつしかく

の北
きた

と南
みなみ

をもっと便利
べんり

に行き来
い　　き

できるようにな

ります。バスが少
すく

なくて困
こま

っている地域
ちいき

には、地域
ちいき

の人
ひと

が車
くるま

を運転
うんてん

して身近
みぢか

な移動
いどう

手段
しゅだん

を増
ふ

やす取組
とりくみ

や、タクシーを使
つか

いやすくする取組
とりくみ

などを考
かんが

えてい

ます。

　もっとスムーズに移動
いどう

できる葛飾区
かつしかく

になるように、頑張
がんば

って計画
けいかく

を進
すす

めて

いきます。
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やバスなどの公共交通
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って計画
けいかく

を進
すす

めて

いきます。
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（仮称）葛飾区地域公共交通計画（素案）からの主な変更点 

 
（１）共通事項 

表記ゆれ、用語・用字の統一等の修正。図、数値の更新。デザイン性の向上。         

 

（２）第３章 地域公共交通を取り巻く課題 

・令和６年度の路線バス利用者数をグラフに追加 

・課題整理の視点の内容を再構成 

No ページ 内容 

1 P8 

変更前 

 

変更後 

 

資料２



2 
  

（３）第５章 目標達成のための施策 

・令和８年度から始まるシルバーパス購入費の助成を内容に反映 

No ページ 内容 

2 P50 

変更前 

 

変更後 
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■交通関連計画
○東京における地域公共交通の基本方針
○葛飾区自転車活用推進計画
○葛飾区交通安全計画
○葛飾区移動等円滑化促進方針 など

■他分野の関連計画
○葛飾区SDGs推進計画
○第9期葛飾区高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画
○葛飾区子ども・若者基本構想

など

■葛飾区地域公共交通計画
                        

 公共交通の基本方針 基本     
    な       
   の         
   の            

■国の関連法等
○交通政策基本法
○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
○道路運送法
○地域の公共交通リ・デザイン連携・協働 針

■上位計画
○葛飾区基本構想

準拠

■上位計画
○葛飾区基本計画

○葛飾区都市計画マ タ プラン

連携・整合

準拠

連携・整合

準拠
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減便状況事業者

なし
（平日365便、土休日650便）

東京都交通局
（都営バス）

平日1,401便→1,304便
土日祝1,116便→1,030便

京成バス株式
会社

平日511便→510便
※経路変更によるもの
（土日祝461便）

京成バス東京株
式会社

平日404便→366便
土日祝364便→328便

東武バスセント
ラル株式会社

地域乗合ワゴンさくらを除く
区内運行路線（3系統）運休

日立自動車交通
株式会社

なし
※新型コロナ、運転手不足により過
年度に減便

マイスカイ交通
株式会社



⚫  

  

  

  

⚫  

⚫  

計画内に盛り込んでほしい事項部局間連携として考えられる事項関連部局

・高齢者の移動の利便性向上と社会参加の促進、子育て
世帯の移動の利便性向上に向けた交通安全の確保

・交通安全講習会や街頭キャンペーンでの公共交通に関する
広報等により利用促進に寄与

・免許返納者への支援を計画中
交通安全対策担当課

・まちづくり協議会への公共交通の利用促進等及び説明新小岩街づくり担当課

・公共交通のバリアフリー化・DXによるより分かりやすい案内表示金町街づくり担当課

・駅周辺での自転車の押し歩きの推奨・京成立石駅周辺再開発による交通結節点化
立石駅北街づくり

担当課

・だれもが利用しやすいユニバーサルデザインへの考慮、
新たな移動（交通）手段の導入検討

・まちづくり協議会への公共交通の利用促進等及び説明高砂・鉄道立体担当課

・新規路線のバスベイ等を道路整備と一体的に整備
・都市計画道路整備に合わせたバス停移設時の事業者や沿線
住民との調整、スケジュール等の共有

道路建設課

・サイクル＆バスライドやシェアサイクルポートの提供
・交通公園での交通安全教室やキャンペーンの実施
・高齢者や子育て世帯の外出目的とした公園PR

公園課

・環境に配慮した次世代自動車、EVやFCV（燃料電池車）
などの普及促進

環境課

・移動利便性や快適性向上による健康活動の促進健康推進都市担当課

・外国人区民も利用しやすい公共交通になるような施策
（例：交通案内アプリ等でやさしい日本語・多言語対応
する）

・外国人向け生活ガイドへの公共交通利用情報の掲載・
指定管理者事業や区事業での普及啓発(チラシ配布等)

文化国際課

・地域住民の移動手段の確保に向けた自動運転移動サー
ビスの導入

・サポートカー限定免許の制度（令和４年５月施行）の
適切な運用など、運転に不安のある高齢者等の移動自
立のための交通手段の確保

高齢者支援課

・全庁的なバス需要の把握と各課との連携（輸送の効率化）学校教育推進担当課



⚫  

 

 

 

 



⚫  

  

  

  

⚫  

⚫  

（人） 
年齢 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 R7-R3

10歳未満 35,171 34,302 33,551 32,778 32,217 ▲ 2,954

10～19 36,484 36,128 36,161 36,588 36,989 505

20～29 55,684 55,586 57,706 59,904 61,508 5,824

30～39 59,350 58,428 58,479 58,895 59,900 550

40～49 71,188 69,295 67,422 65,675 64,187 ▲ 7,001

50～59 66,646 68,832 70,785 72,508 73,449 6,803

60～69 49,759 49,460 49,775 50,530 51,824 2,065

70～79 51,667 51,003 50,214 49,017 48,302 ▲ 3,365

80歳以上 37,742 39,049 40,082 41,105 41,540 3,798

総計 463,691 462,083 464,175 467,000 469,916 6,225

53,620 54,409 53,206 51,967 50,242 48,472

297,531 307,095 301,473 290,677 277,429 267,377

113,928 112,062 114,265 119,680 127,356 130,832

465,079 473,566 468,944 462,324 455,027 446,681

24.5% 23.7% 24.4% 25.9% 28.0% 29.3%

64.0% 64.8% 64.3%
62.9% 61.0% 59.9%

11.5% 11.5% 11.3% 11.2% 11.0% 10.9%
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令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

65歳以上（人） 15歳以上65歳未満（人） 15歳未満（人）

65歳以上割合 15歳以上65歳未満割合 15歳未満割合（人）
将来推計
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計画策定
（Plan）

事業実施
（Do）

事業評価
（Check）

計画・事業見直し・改善
（Action)

推
進
・
管
理
体
制

葛飾区地域公共交通活性化
協議会
※これ以外にも必要に応じて開催

計
画
の
進
捗
管
理

【
P

】
葛
飾
区
地
域
公
共
交
通
計
画

（
本
計
画

）
策
定

１年目 ２年目 ３年目 ４年目

【D】年度ごとの計画進捗についても、事業スケジュールに沿って、
PDCAサイクルを用いて確認します。

５年目

【C】【A】計画評価・
次期計画に向けた
検討（評価・見直し）

次年度の事業検討 次年度の事業検討 次年度の事業検討 次年度の事業検討 次年度の事業検討

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 事業実施

単年度の取り組み

評価・検証

単年度の取り組み

評価・検証

単年度の取り組み
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単年度の取り組み
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単年度の取り組み
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葛飾区地域公共交通活性化協議会設置要綱 

 

４葛都交第 269 号 

令和５年１月10日 

区 長 決 裁 

 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の規定に基づき、同法第５条に規定する地域公共交通計画（以下「地域公

共交通計画」という。）の作成、変更及び実施に関する協議を行うとともに、地域における需

要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域

の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、道路運送法施行規則

（昭和 26 年運輸省令第 75 号）第４条第２項ただし書に規定する協議会として、葛飾区地域公

共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(１) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する事項 

(２) 地域公共交通計画及び法第２条第１号に規定する地域公共交通（以下「地域公共交通」 

  という。）に位置付けられた事業の実施に関する事項 

(３) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項 

(４) 循環バス等の運行計画及び事業の管理に関する事項 

(５) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項 

（協議会の委員） 

第３条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関、団体等に属する者又は同表に掲げる職にある

者から葛飾区長（以下「区長」という。）が委嘱又は任命するものをもって組織する。 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を各１名置き、委員の互選により選任された者をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（協議会の運営） 

第６条 協議会は、会長が招集し、議事を進行する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 協議会の議事の議決方法は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長

が決するところによる。 

４ やむを得ない理由のため協議会に出席できない委員は、同一の団体又は機関に属する者を代

理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。 



５ 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求めて意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（協議会の書面開催） 

第７条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由のため委員の招集が困難であると会長が認

める場合は、委員からの意見の聴取及び賛否の意向の確認を書面の郵送又は持ち回りにより行

い、委員の過半数からの書面による回答が得られた際に、その結果をもって協議会の議決に代

えることができる。 

２ 書面開催時の議事の議決方法は、前条第３項の規定に準じ、書面による回答のあった委員の

過半数をもって決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。 

（協議結果の取扱い） 

第８条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠

実な実施に努めるものとする。 

（会議の公開） 

第９条 協議会の会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を非

公開とすることができる。 

(１) 会議において取り扱う情報が、葛飾区情報公開条例（平成４年葛飾区条例第 30 号）第９

条各号のいずれかに該当するとき。 

(２) 前号のほか、協議会が必要と認めるとき。  

２ 協議会の会議の非公開の決定方法、公開の方法その他会議の公開に関し必要な事項は、交

通政策担当部長が別に定める。 

（分科会） 

第 10 条 会長は、必要と認めるときは分科会を設置し、第２条各号に掲げる事項について、専

門的かつ技術的な検討を分科会に付託することができる。 

２ 分科会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

３ 協議会は、分科会が検討した事項の報告内容について尊重するものとする。 

（事務局） 

第 11 条 協議会の事務局を都市整備部交通政策課に置く。 

（その他） 

第 12 条 この要綱の施行について必要な事項は、交通政策担当部長が別に定める。 

２ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項（第９条第２項に規定する

事項を除く。）は、会長が別に定める。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１月 10 日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第４条本文の規定にかかわらず、

令和７年３月 31 日までとする。 

付 則 

 この要綱は、令和６年１月 17 日から施行し、令和５年 10 月１日から適用する。 

   付 則  

 この要綱は、令和６年 11 月 14 日から施行する。 

   付 則  

この要綱は、令和７年１月 16 日から施行する。 
 

 



 

別表（第３条関係） 

委 員 

法第２条第２号に規定する公共交通事業者等の関係者 

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）第９条第１項に規定する一般旅

客自動車運送事業者が組織する団体 

道路運送法第９条第１項に規定する一般旅客自動車運送事業者の事業

用自動車の運転者が組織する団体 

葛飾区民又は地域公共交通の利用者の代表 

国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者 

区長以外の道路管理者 

交通管理者 

学識経験者 

その他区長が必要と認める者 

区長又はその指名する者 
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世帯数 1世帯当たり人口



 

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

15歳未満（人） 53,620 54,409 53,206 51,967 50,242 48,472

15歳以上65歳未満（人） 297,531 307,095 301,473 290,677 277,429 267,377

65歳以上（人） 113,928 112,062 114,265 119,680 127,356 130,832

15歳未満割合 11.5% 11.5% 11.3% 11.2% 11.0% 10.9%

15歳以上65歳未満割合 64.0% 64.8% 64.3% 62.9% 61.0% 59.9%

65歳以上割合 24.5% 23.7% 24.4% 25.9% 28.0% 29.3%

総人口（人） 465,079 473,566 468,944 462,324 455,027 446,681
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297,531 307,095 301,473 290,677 277,429 267,377

113,928 112,062 114,265 119,680 127,356 130,832

465,079 473,566 468,944 462,324 455,027 446,681

24.5% 23.7% 24.4% 25.9% 28.0% 29.3%

64.0% 64.8% 64.3%
62.9% 61.0% 59.9%

11.5% 11.5% 11.3% 11.2% 11.0% 10.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

65歳以上（人） 15歳以上65歳未満（人） 15歳未満（人）

65歳以上割合 15歳以上65歳未満割合 15歳未満割合（人）
将来推計



32,217
36,989
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0～9歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

人口 人口割合

（人） （％）

年齢 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 R7-R3

0～4 17,134 16,396 15,915 15,364 15,078 ▲ 2,056

5～9 18,037 17,906 17,636 17,414 17,139 ▲ 898

10～14 17,975 18,037 17,865 18,015 18,053 78

15~19 18,509 18,091 18,296 18,573 18,936 427

20～24 26,056 25,761 26,318 27,176 27,851 1,795

25～29 29,628 29,825 31,388 32,728 33,657 4,029

30～34 28,899 28,523 28,992 29,389 30,390 1,491

35～39 30,451 29,905 29,487 29,506 29,510 ▲ 941

40～44 32,645 31,926 31,441 30,944 30,595 ▲ 2,050

45～49 38,543 37,369 35,981 34,731 33,592 ▲ 4,951

50～54 35,508 37,782 38,041 38,715 38,935 3,427

55～59 31,138 31,050 32,744 33,793 34,514 3,376

60～64 24,951 25,460 26,380 27,262 28,525 3,574

65～69 24,808 24,000 23,395 23,268 23,299 ▲ 1,509

70～74 28,851 29,203 27,408 25,723 23,932 ▲ 4,919

75～79 22,816 21,800 22,806 23,294 24,370 1,554

80～84 18,583 19,072 19,241 19,728 19,922 1,339

85～89 12,618 13,009 13,443 13,479 13,373 755

90～94 5,062 5,356 5,704 6,147 6,434 1,372

95～99 1,301 1,410 1,505 1,549 1,607 306

100歳以上 178 202 189 202 204 26

総計 463,691 462,083 464,175 467,000 469,916 6,225

高齢化率 24.6 24.7 24.5 24.3 24.1 --

65歳以上人口 114,217 114,052 113,691 113,390 113,141 --

高齢化率(%) 24.6% 24.7% 24.5% 24.3% 24.1% --

75歳以上人口 60,558 60,849 62,888 64,399 65,910 --



 

令和7年
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青戸・立石

・四つ木地域

水元・金町

・新宿地域

柴又

・高砂地域

奥戸

・新小岩地域

0～14歳 13,000 8,698 13,327 6,859 8,386

15～64歳 82,255 55,800 69,157 42,036 57,257

65歳以上 29,470 20,816 27,057 16,807 18,991

人口 124,725 85,314 109,541 65,702 84,634

高齢化率 23.6% 24.4% 24.7% 25.6% 22.4%
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地域名 町名

亀有・小菅・堀切

・お花茶屋地域

亀有、西亀有、小菅、堀切、

東堀切、お花茶屋、宝町、白鳥、

青戸八丁目、四つ木五丁目

青戸・立石・四つ木地域
青戸一～七丁目、立石、東立石、

四つ木一～四丁目、東四つ木

水元・金町・新宿地域
水元、東水元、南水元、

西水元、金町、東金町、新宿

柴又・高砂地域
柴又、高砂二～八丁目、

鎌倉、細田一、三～五丁目

奥戸・新小岩地域
奥戸、新小岩、東新小岩、

西新小岩、高砂一丁目、細田二丁目
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自家用車(台) 世帯数(世帯) 1世帯当たりの保有台数

葛飾区 100,595 252,845 0.40

千代田区 32,418 39,410 0.82

港区 82,142 153,885 0.53

足立区 176,316 379,192 0.46

江戸川区 162,327 359,749 0.45

中央区 44,180 106,555 0.41

練馬区 158,088 395,526 0.40

世田谷区 197,366 502,617 0.39

渋谷区 55,305 143,626 0.39

大田区 148,655 418,230 0.36

江東区 101,394 294,261 0.34

目黒区 55,795 161,512 0.35

板橋区 102,371 334,750 0.31

杉並区 97,520 334,466 0.29

品川区 69,861 238,169 0.29

墨田区 46,548 170,273 0.27

荒川区 33,632 125,357 0.27

文京区 33,279 130,932 0.25

北区 51,925 211,567 0.25

台東区 33,440 137,054 0.24

新宿区 54,019 231,609 0.23

豊島区 42,256 188,094 0.22

中野区 47,012 217,716 0.22
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No 最寄りバス停名 駐輪可能台数

① 大場川水門 8

② 水元五丁目 10

③ 水元小学校 11

④ 葛飾車庫 9

⑤ 桜土手（水元公園） 10

⑥ 亀有新道・亀有新道入口 12

⑦ 奥戸運動場 7

⑧ 細田三丁目 7

⑨ 東新小岩四丁目 5

⑩ 水元総合スポーツセンター 8

⑪ 青戸車庫前 15

⑫ 堀切中学校（綾瀬駅方面） 4

⑬ 堀切中学校（新小岩駅方面） 5

⑭ 堀切六丁目・堀切中央病院・堀切七丁目 7

⑮ 高砂七丁目 12



 

No ステーション名 ラック数

47 お花茶屋南自転車駐車場 5

48 西井堀せせらぎパーク自転車駐車場 5

49 金町駅北口(東金町側)自転車駐車場 5

50 西井堀第4自転車駐車場 10

51 西井堀第1自転車駐車場 10

52 堀切北第1自転車駐車場 5

55 環七青砥橋下自転車駐車場 5

67 亀有西自転車駐車場 10

68 新柴又高架下第1自転車駐車場 5

69 新柴又高架下第2自転車駐車場 5

85 お花茶屋地下自転車駐車場 5
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小型車両活用デマンド交通事業について 

 

                                 交通政策課 

 

１ 趣旨 

区では、路線バスの運行休止により地域の交通利便性が特に低下した西亀有エリ

アにおける新たな交通手段として、令和７年10月から小型車両活用デマンド交通

（事業呼称「かつライド」）の実証運行を行っている。  

この度、実証運行開始から約６か月が経過したため、これまでの利用状況や利用

者アンケート等から中間評価を実施するとともに、令和７年12月に実施した住民ア

ンケート調査の結果を踏まえ、運行実施計画の見直し（案）について報告するもの 

 

 ２ 運行実施計画の見直し（案）について 

「かつライド」の利用状況や路線バスへの影響、令和７年12月に実施した住民アン

ケートの調査結果を踏まえ、西亀有エリアにおける日常生活に必要不可欠な移動の需

要に応えるため、以下の通り、運行実施計画の見直し（案）を検討した。運行実施計

画は令和８年６月１日より見直しを予定している。 
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（１）住民アンケートの分析結果 

「かつライド」未利用者(「かつライド」を知っていて、利用していない人：186人)

中、日常の移動に「よく不便を感じている（週１～２日以上）」及び「たまに不便を

感じる（月２～３日程度）」と回答した人（74人）を対象に、最も不便を感じる外出

目的、最も改善してほしい項目を集計し、分析した。 

 

「かつライド」未利用者中、日常移動に「よく不便を感じている(週１～２日以上)」、

「たまに不便を感じる(月２～３日程度)」と回答した人が最も不便を感じる外出目的 

 

 

 

 

 

「かつライド」未利用者中、日常移動に「よく不便を感じている(週１～２日以上)」、

「たまに不便を感じる(月２～３日程度)」と回答した人が最も改善してほしい項目 

 

⇒「かつライド」の見直しで、「通院」に関する利便性の向上を図る必要がある。 

最も改善してほしいと思う項目は「対象施設」及び「運行日時」の回答が多い。 

⇒「通院」の利便性向上に寄与する「対象施設」の追加や「運行日時」の見直しを検討する

必要がある。 

回答者の内、約44％が「通院」に対し、最も不便を感じている。 

(N=57人) 

(N=66人) 
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（２）運行実施計画の見直し（案） 

前頁の分析結果を踏まえ、運行実施計画を下記の通り見直しする。 
 

見直し１ 対象施設の追加 

アンケートで要望が寄せられた西亀有エリア周辺の医療施設を追加する。 

 

見直し２ 受付時間の拡大 

「かつライド」の対象施設である医療施設の受付・診療時間にあわせて、「かつライ

ド」の受付時間を拡大する。 
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３ 実証運行の中間評価について 

 以下の指標１～５により、実証運行の中間評価を実施する。現時点では、５つの指

標の内、指標１を除いた４つの指標が目標に達している状況である。 
 

指 標１ １日の平均利用件数が20件以上あること。  

結果 1日の平均利用件数が15.0件 中間評価 未達成 

内容 

 
１月末時点の１日の平均利用件数：15.0件 

今後の

方向性 

・見直した運行実施計画の効果発現や利用者の定着には一定程度の時

間がかかることが想定される。 

・説明会やポスティングなどの周知活動を継続的に実施していく。 

 

指 標２ 周辺の路線バスに与える影響が小さいこと。  

結果 路線バスに与える影響は小さい 中間評価 達成 

内容 

・「かつライド」対象地区周辺のバス路線（綾01、有01、有57、新 

小51系統）において、実証運行前後で利用者数の比較をしたとこ 

ろ、大きな差異は見られなかった。 

・２月にバス事業者（京成バス東京）へのヒアリングを実施し、今後

の「かつライド」の実証運行継続について、同意を得ている。 

今後の

方向性 

・引き続き、対象地区周辺のバス路線の利用状況をモニタリングし、 

影響について分析を行っていく。 

・バス事業者と継続的に情報共有を行い、適宜ヒアリング等を実施し 

ていく。 
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指 標３ 利用者の移動利便性が向上していること。  

結果 利用者の移動利便性が向上している。 中間評価 達成 

内容 

 
利用者アンケートより、「かつライドによって外出しやすくなった」

と回答した方が85％ 

今後の

方向性 

引き続き、運行実施計画の見直し後の利用状況を踏まえながら、回答

の推移を確認していく。 

 

指 標４ 利用者の総合的な満足度が高いと判断されること。  

結果 利用者の総合的な満足度が高い。 中間評価 達成 

内容 

利用者アンケートより、満足度が高い「５」及び「４」と回答した方

が69％（５点満点の採点方式） 

今後の

方向性 

引き続き、運行実施計画の見直し後の利用状況を踏まえながら、回答

の推移を確認していく。 
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指 標５ １つ以上のタクシーグループの協力があること。  

結果 運行事業者２社の継続意向を確認 中間評価 達成 

内容 

・「かつライド」利用者への対応は配車センター及びドライバーとも 

に円滑に実施できている。 

・通常業務と作業内容は大きく変わらず、負担はかかっていない。 

今後の

方向性 

次回の中間評価においても、タクシーグループの継続意向をあらため

て確認していく。 

 

 

４ 利用状況（令和８年１月末時点） 

 

■利用件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・曜日別にみると、火曜日と金曜日の利用が比較的多くなっている。 

⇒他の曜日と比べて、亀有駅や綾瀬駅など、鉄道駅を行先とした利用が比較的多い。 

・時間帯別にみると、午前中（9～11時台）の利用が多く、15時以降の利用が少ない。 

⇒午前中は他時間帯と比べて、病院への利用が多く、通院の需要が多い。 

累計 １月あたり 
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■区負担額 

 

 

 

■居住地域・行先方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人口分布と比べても大きな差異はなく、どの地域からも満遍なく利用されている。 

・自宅側から施設側に向かって利用する方が多く69％を占める。施設側には特定の乗り場 

がないことや、駅ロータリー等に停車しているタクシーも利用可能なため、施設側→自宅側 

方向の利用が少ないと想定される。 

 

利用１件あたりの平均区負担額は約850円となっている。 

区負担額 
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■利用されている対象施設 

 

 

 

 

 
  

主に亀有駅や綾瀬駅といった鉄道駅及び駅周辺施設の利用が多い。その他、商業施設はアリ

オ亀有、医療施設は亀有病院や東京都立東部地域病院への利用が多い。 

・利用者は広範囲、低密度に分布していることがわかる。利用件数が集中している箇所は主に

集合住宅が位置しており、一人当たりの利用頻度は多くないと推測される。 

・有57系統（図中の黄色線）が運行している地域では比較的利用が少ない。 
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５ 住民アンケート調査結果概要 

調査期間：令和７年 12 月５日～12 月 19 日 

対象地区：西亀有一、二、三丁目、堀切八丁目（約7,500世帯） 

対象住民：住民基本台帳より、対象地区の15歳以上の世帯主1,500世帯を無作為抽出 

配布回答：郵送による配布、郵送・WEBによる回答 

回答数 ：278世帯（郵送：287人、WEB：134人 計：421人） 回収率：約18.5%   

調査結果：下記のとおり。詳細は参考資料１を参照 

大分類 小分類 
調査 

項目 
調査結果 

参考 

資料 1 

「かつライ

ド」を知っ

ている 

240 人 

(61%) 

「かつライ

ド」利用者 

54 人 

(14%) 

年齢層 利用者の 57％を 70 歳代以上が占めてお

り、身体的に移動に不便を感じている高齢

者層に利用されていると考えられる。 

① 

利用し

ている

理由 

「移動手段がなく困っていたため」が最も

多く、「かつライド」が新たな移動手段の

１つとなっていると評価できる。 

② 

利用 

頻度 

「月１～２日程度」及び「それ以下」が

70%を占めており、毎日のような移動需要

は少ない。 

③ 

利用 

目的 

「通院」が 51％を占めており、次いで

「買い物」が 28％となっている。 

④ 

「かつライ

ド」未利用

者 

186人 

(47%) 

利用 

しない 

理由 

・「徒歩・自転車で移動できるから」を選 

択した人が多く、移動手段に困っていな 

いとの回答が多かった。 

・一方で、「行きたい場所が対象施設に 

設定されていないから」等も一定数存在 

した。 

⑤ 

移動に

不便を

感じる

頻度 

「よく不便を感じている」、「たまに不便

を感じる」が 41％となっている。 

⑥ 

移動に

不便を

感じる

目的 

「通院」が 46％となっている。 ⑦ 

「かつライ

ド」を知ら

なかった 

155人 

(39%) 

 今後の

利用 

意向 

・「機会があれば利用したい」、「今は困 

っていないが将来移動に不安が生じたら 

利用したい」が74％を占めている。 

・今後、高齢化により体力の衰えが生じる 

等、将来的な移動手段の変化に伴い、 

「かつライド」を利用する可能性がある 

と考えられる。 

⑧ 
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６ 今後のスケジュール 

令和８年 ５月 運行実施計画の見直しについて周知（説明会等） 

６月 見直した運行実施計画による運行開始 

９月 住民アンケートの実施 

10月 地域交通政策推進特別委員会（中間評価（２回目）について） 

 葛飾区地域公共交通活性化協議会 

12月 地域交通政策推進特別委員会（最終評価について） 

令和９年 ２月 葛飾区地域公共交通活性化協議会 
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参考資料１ 

住民アンケート調査結果（抜粋） 

①「かつライド」利用者：年齢層 

 

 

 

②「かつライド」利用者：利用している理由 

 

  

利用者の 57％を 70 歳代以上が占めており、身体的に移動に不便を感じている高齢者層

に利用されていると考えられる。 

「移動手段がなく困っていたため」が最も多く、「かつライド」が新たな移動手段の１つとなっていると評価で

きる。 
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③「かつライド」利用者：利用頻度 

 

 

 

④「かつライド」利用者：利用目的 

 

 

 

「月１～２日程度」及び「それ以下」が 70%を占めており、毎日のような移動需要は少な

い。 

「通院」が 51％を占めており、次いで「買い物」が 28％となっている。 
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⑤「かつライド」未利用者： 「かつライド」を利用しない理由 

 

 

 

⑥「かつライド」未利用者：移動に不便を感じる頻度 

 

 

  

・「徒歩・自転車で移動できるから」を選択した人が多く、移動手段に困っていないとの回答 

が多かった。 

・一方で、「行きたい場所が対象施設に設定されていないから」等も一定数存在した。 

「よく不便を感じている」、「たまに不便を感じる」が 41％となっている。 
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⑦「かつライド」未利用者： 移動に不便を感じる目的 

 

 

 

⑧「かつライド」を知らなかった人： 今後の利用意向 

 

 

  

・「機会があれば利用したい」、「今は困っていないが将来移動に不安が生じたら利用した 

い」が 74％を占めている。 

・今後、高齢化により体力の衰えが生じる等、将来的な移動手段の変化に伴い、「かつラ 

イド」を利用する可能性がある 

「通院」が 46％となっている。 

14



 
 

 

〇回答者の年代 

 

 

 

 

〇回答者のお住まい 

 

 

 

【回答者の属性】 
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1 

 

 

 

新金線を活用した新たな交通システムの整備について 

 

                             新金線旅客化担当課 

 

１ 概要 

令和８年１月に、「新金線を活用した新たな交通システム整備構想」（以下「整

備構想」という。）を取りまとめた（資料１）。今後、整備構想に基づき、段階整

備による開通を目指して事業化に向けた計画を策定していく。 

 

２ 事業化計画の策定について 

（１）事業化計画の策定における主な検討事項 

  ① 施設計画 

    専用道の線形・構造、駅数・配置、駅施設の構造・機能、支障鉄道施設の移

転手法、設備の検討など 

② 運行計画 

    運行本数、運行ダイヤ、運行管理、定時性・速達性向上策の検討など 

  ③ 車両計画 

   車両調達・運用方法、自動運転技術等の新たな技術の導入やクリーンエネル

ギーの活用に向けた検討など 

  ④ 事業運営手法 

    運営主体、運営体制の検討など 

  ⑤ 事業計画 

   概算事業費、需要予測、費用便益分析、資金計画、採算性の確認など 

 ⑥ 事業化工程 

⑦ その他 

   地域活性化・沿線まちづくりの方策、トータルデザイン（駅、車両、サイン

等）、将来的な全線専用道化に向けた課題解決の方策の検討など 
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（２）調査・設計・協議 

   専用道や駅施設等の整備に係る新金線用地内鉄道施設の調査や道路予備設計等

を行いながら、施設計画の具体化に向けた関係機関との協議を進めていく。 

 

（３）策定スケジュール 

  令和８年度～ 事業化計画の策定に向けた検討 

令和10年度  事業化計画の策定 

 

３ 整備構想に係る区民周知 

（１）沿線地域への周知 

沿線まちづくり協議会及び沿線自治町会については、各団体の定例会議にて、

順次周知 

 

（２）周知用パネル及び動画の作成 

   周知用パネル及び動画を作成し、区ホームページや各種イベント等において周

知 



資料１














